
老後生活は、こんなに長い!老後生活は、こんなに長い!

65歳の農業者の平均余命は… 国民年金だけでは… 
年間 ： 158万円 老後の家計費 

年間 ： 272万円 

年間：114万円不足 

（1か月あたり約10万円） 

老後生活は、こんなにお金がかかる!老後生活は、こんなにお金がかかる!

農業者年金 農業者年金 農業者年金 

（注）保険料を月額2万円、65歳までの付利利率を3.0％、 

65歳以降の予定利率を1.60％として試算しています。 
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試　算　額 
（年　額） 

納　付 
期　間 

加　入 
年　齢 

『安心で有利』な 

積立型の終身年金です 

『安心で有利』な 

積立型の終身年金です 

農業者年金の試算額 

お問い合わせは 開発相談センター中央　TEL25-7055・豊橋市農業委員会事務局　TEL51-2952 までどうぞ 

・積立方式の確定拠出金制度です。 

・加入者・受給者数に影響されない長期的 

に安定した制度となりました。 

・月額2万円を基本として、千円単位で 

6万7千円まで自由に選択でき、随時 

変更可能です。 

・年金は生涯受給できます。 

・仮に加入者・受給者が80歳前に死亡した場合 

でも80歳までに受け取るはずであった農業 

者老齢年金の死亡時点での現在価値に 

相当する額が死亡一時金として 

遺族に支払われます。 

・収めた保険料は全額（最高80万4千円） 

社会保険料控除の対象となり、所得税・ 

住民税の節税につながります。 

・一定の要件を満たす人には、政策支援と 

して国庫から最大で50％の保険料助成 

が受けられます。 

上記の要件を満たす人は 
誰でも加入できます。 

また、農地を持っていない農業者、 

配偶者、後継者などの家族従事者 

も加入できます。 

少子高齢化時代に 
強い年金です。 

保険料は経営状況や 
老後の生活設計に基づいて 
自由に設定できます。 

80歳までの保証付き 
終身年金です。 

税制面でのメリットが 
あります。 

意欲ある担い手には、 
国からの保険料助成が 
受けられます。 

少子高齢化時代に 
強い年金です。 

保険料は経営状況や 
老後の生活設計に基づいて 
自由に設定できます。 

80歳までの保証付き 
終身年金です。 

税制面でのメリットが 
あります。 

意欲ある担い手には、 
国からの保険料助成が 
受けられます。 
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と
 

老
後
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活
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ポ
ー
ト
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農
業
経
営
と
 

老
後
の
生
活
を
 

が
っ
ち
り
サ
ポ
ー
ト
!

60歳未満 

国民年金第1号 
被保険者 

年間60日以上 
農業に従事 

加入要件 

1
 

ポ
イ
ン
ト 

2
ポ
イ
ン
ト 

3
ポ
イ
ン
ト 

4
ポ
イ
ン
ト 

5
ポ
イ
ン
ト 

●少子・高齢化 

　時代に強い確定 

　拠出型の年金!

●終身年金で 

　80歳までの 

　保証付き!

●保険料は全額 

　社会保険料 

　控除!

～農業者の方なら広くご加入いただけます～ 

運用益 

加入時 死亡時 60歳 
保険料払込終了 

65歳 
年金受給開始 

保険料 
毎月積み立てられます 

給付原資 

付利額 

払込 
保険料 
総額 

年金受給期間 

年金は生涯お受け取りになれます 

農業者年金 農業者年金 

年金はご家族 
お一人おひとりが 
準備することを 
お勧めします 
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減
価
償
却
費
の
計
算
が
複
雑
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
農
協
で
は
次
の
要
領
で
平
成
２１
年
分
の
固
定
資
産

シ
ス
テ
ム
の
会
員
を
募
集
し
ま
す
。（
来
年
の
確
定
申
告
に
間
に
合
い
ま
す
）

減
価
償
却
費
の
計
算
は
、
税
制
改
正
に

よ
り
次
の
よ
う
な
変
更
が
あ
り
ま
す
。

新
規
取
得
の
も
の
は
19
年
4
月
以
降
1

円
ま
で
償
却
す
る
こ
と
に
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
19
年
3
月
末
ま
で
に
取
得
し
た
も
の

も
未
償
却
残
高
が
5
％
に
達
し
た
も
の
は

5
カ
年
で
均
等
に
1
円
ま
で
償
却
し
ま
す
。

●
平
成
２０
年
分
申
告
か
ら
の
変
更

農
業
用
機
械
装
置
の
耐
用
年
数
が
一
律

7
年
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、

既
に
取
得
し
た
機
械
装
置
の
耐
用
年
数
も

21
年
分
申
告
か
ら
7
年
に
変
更
さ
れ
ま
し

た
の
で
、
21
年
以
降
7
年
の
償
却
率
を
使

用
し
償
却
し
ま
す
。

●
平
成
２１
年
分
申
告
か
ら
の
変
更

以
上
の
よ
う
に
、
減
価
償
却
費
の
計
算

に
大
き
な
変
更
が
な
さ
れ
、
手
処
理
で
計

算
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。

農
協
で
は
、
減
価
償
却
費
の
計
算
を
農

協
の
パ
ソ
コ
ン
で
行
い
、
会
員
の
皆
さ
ん

に
配
布
し
て
い
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
で
作
成
す
る
計
算
書
は
決
算

書
（
収
支
内
訳
書
）
の
様
式
で
作
成
し
ま

す
の
で
、
転
記
の
必
要
が
な
く
、
そ
の
ま

ま
添
付
で
き
る
大
変
便
利
な
シ
ス
テ
ム
で

す
。（
20
年
分
、
21
年
分
の
変
更
に
対
応

し
ま
す
）

　
ご
自
分
で
計
算
す
る
こ
と
が
難
し
い
方

は
、
シ
ス
テ
ム
会
員
に
な
り
自
動
計
算
さ

れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

一
度
申
込
を
さ
れ
れ
ば
、
毎
年
の
申
込

は
不
要
で
す
。

■1　
対　

象

白
色
、
青
色
申
告
者

（
農
業
・
不
動
産
）

■2　
会　

費

年
間　

1,
0
0
0
円

（
毎
年
3
月
末　

口
座
引
落
）

■3　
申
込
期
間

平
成
21
年
12
月
末
ま
で

■4　
申
込
方
法

平
成
20
年
減
価
償
却
費
の
コ
ピ

ー
に
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
を

記
入
し
開
発
相
談
セ
ン
タ
ー
中
央

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

固定資産システム会員（平成21年分）

青色申告パソコンシステム会員（平成22年分）

募

集

要

項

平
成
２１
年
分
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詳しくは開発相談センター中央（中央支店併設）までお尋ねください。TEL25-7055　FAX25-7754

パ
ソ
コ
ン
簿
記
で
は
、
伝
票
を
記
入
す
る
作
業
に
あ
た
る
「
入
力
」
の
作
業
を
行
え
ば
、
元
帳
や
合
計

残
高
試
算
表
、
青
色
申
告
決
算
書
は
全
て
パ
ソ
コ
ン
が
自
動
的
に
集
計
し
、
作
成
し
ま
す
。
手
書
き
で
記

帳
す
る
簿
記
の
場
合
に
比
べ
る
と
、
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
の
簿
記
は
事
前
に
申
告
者
の
基
本
情
報
を
入

力
し
て
お
け
ば
簡
単
に
仕
訳
作
業
が
で
き
、
省
力
化
が
図
れ
ま
す
。

毎
月
の
作
業
は
次
の
と
お
り
で
す

組
合
員
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
（
J
A
S
M
I
N
E

－

Ｔ
）
を
使
用

す
る
こ
と
で
、
各
会
員
様
の
私
書
箱
に

毎
月
の
取
引
デ
ー
タ
が
届
き
ま
す
。

毎
月
、各
会
員
の
私
書
箱
に

デ
ー
タ
が
配
信
さ
れ
ま
す

取
引
デ
ー
タ
を
お
持
ち
の
パ
ソ
コ
ン

へ
保
存
し
、専
用
ソ
フ
ト
（
ソ
リ
マ
チ
・

有
償
）を
使
っ
て
、「
農
業
経
営
簿
記
」

（
ソ
リ
マ
チ
・
有
償
）
へ
の
取
り
込
み

作
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
毎
月
の

農
協
取
引
の
仕
訳
が
自
動
作
成
さ
れ
ま

す
。

■1　
会　

費

年
間　

3,
5
0
0
円

（
専
従
者
源
泉
徴
収
事
務
を

　

含
む
）

（
毎
年
6
月
末　

口
座
引
落
）

■2　
申
込
期
間

平
成
21
年
12
月
末
ま
で

■3　
そ
の
他

平
成
22
年
か
ら
青
色
申
告
を

始
め
る
方
も
利
用
で
き
ま
す

募

集

要

項

平
成
２２
年
分

1
私
書
箱
か
ら
パ
ソ
コ
ン
に

デ
ー
タ
を
取
り
込
み
ま
す

2

購
買
取
引
に
つ
い
て
は
す
べ
て
自
動

仕
訳
さ
れ
ま
す
の
で
、
訂
正
箇
所
の
み

の
入
力
で
完
了
し
ま
す
。

農
協
普
通
貯
金
取
引
（
申
込
み
時
に

事
業
用
口
座
を
指
定
し
ま
す
）
に
つ
い

て
は
、
未
設
定
（
未
処
理
科
目
）
の
状

態
な
の
で
、
す
べ
て
科
目
を
指
定
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
現
金
・
農
協
外
取

引
に
つ
い
て
は
、
仕
訳
デ
ー
タ
に
は
含

ま
れ
ま
せ
ん
の
で
、
各
自
入
力
し
ま
す
。

毎
月
の
仕
訳
作
業
を

し
ま
す

3

パ
ソ
コ
ン
簿
記
を
導
入
し
た
時
に
、

減
価
償
却
資
産
を
登
録
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
後
は
、
新
規
購
入
や

処
分
等
の
資
産
の
異
動
が
あ
る
場
合
の

み
の
入
力
で
減
価
償
却
の
仕
訳
、
次
年

度
繰
越
分
ま
で
自
動
で
処
理
さ
れ
ま
す
。

減
価
償
却
費
の
計
算

4確
定
申
告
に
必
要
な
青
色
申
告
決
算

書
・
消
費
税
申
告
書
は
直
接
印
刷
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
ま
ま
税
務
署
提
出

用
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。
貸
借
対
照

表
も
作
成
さ
れ
ま
す
の
で
、
青
色
申
告

特
別
控
除
65
万
円
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

決
算
書
・
消
費
税

申
告
書
の
作
成

5
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9
月
5
日
、
第
五
事
業
所
で
キ

ャ
ベ
ツ
づ
く
り
体
験
交
流
会
が
開

か
れ
た
。
親
子
連
れ
74
名
が
参
加

し
、
定
植
作
業
を
行
っ
た
。

栽
培
管
理
を
す
る
金
子
良
市
さ

ん
は
「
苗
は
今
朝
ま
で
育
苗
ハ
ウ

ス
の
中
で
育
て
ら
れ
て
き
た
。
定

植
後
は
自
分
の
力
だ
け
で
育
っ
て

を
済
ま
せ
た
。

昼
食
で
は
女
性
部
会
の
協
力
に
よ
り
、

豊
橋
産
の
「
ね
ぎ
」
を
薬
味
に
使
っ
た
そ

う
め
ん
の
ほ
か
、
梨
、
巨
峰
、
漬
物
な
ど

の
試
食
が
あ
り
、
参
加
者
は
豊
橋
産
農
産

物
を
存
分
に
味
わ
っ
た
。

交
流
会
は
豊
橋
農
業
生
消
交
流
推
進
事

業
の
一
環
と
し
て
J
A
と
行
政
に
よ
る
同

事
業
実
行
委
員
会
が
主
催
。

東
三
河
農
林
水
産
事
務
所
農
業
改
良
普

及
課
の
長
屋
俊
英
課
長
は
「
作
業
体
験
を

通
じ
て
、
農
業
に
関
心
を
も
っ
て
ほ
し
い
。

定
植
や
収
穫
だ
け
で
な
く
、
生
育
経
過
も

よ
く
観
察
し
よ
う
」
と
呼
び
か
け
た
。

キ
ャ
ベ
ツ
づ
く
り
体
験
交
流
会

定
植

い
く
。
愛
情
を
込
め
て
植
え
付
け
て

ほ
し
い
」
と
話
し
、
苗
の
持
ち
方
、

植
え
る
深
さ
な
ど
を
説
明
し
た
。

参
加
者
は
「
雨
が
降
っ
て
な
い
か
ら
土

が
カ
ラ
カ
ラ
だ
ね
」「
ま
っ
す
ぐ
に
植
え

た
つ
も
り
な
の
に
苗
が
斜
め
に
な
っ
ち
ゃ

っ
た
」
と
家
族
で
話
し
あ
い
な
が
ら
作
業

説明する金子さん夫妻

キュウリの漬物づくり

流しそうめん

名札に名前を書く

梨の試食

そうめんの薬味には豊橋産のねぎ
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地
元
農
産
物
を
子
ど
も
達
に
味
わ
っ
て

も
ら
お
う
と
豊
橋
市
教
育
委
員
会
は
9
月

7
日
、「
と
よ
は
し
産
学
校
給
食
の
日
」

を
行
っ
た
。
豊
橋
産
の
と
う
が
ん
を
使
っ

た
カ
レ
ー
ス
ー
プ
が
市
内
小
中
学
校
の
給

食
に
登
場
し
た
。

新
川
小
学
校
で
は
、
5
年
2
組
の
児
童

23
名
が
と
う
が
ん
生
産
農
家
や
J
A
職
員

ら
と
一
緒
に
会
食
。
南
部
琉
球
冬
瓜
同
好

会
の
前
田
富
司
会
長
は
「
と
う
が
ん
は
夏

の
植
物
で
冬
に
は
育
た
な
い
。
農
家
が
暑

い
時
期
に
が
ん
ば
っ
て
作
っ
た
と
う
が
ん

を
こ
れ
か
ら
も
食
べ
続
け
て
ほ
し
い
」
と

話
し
た
。

児
童
は
「
1
回
で
い
く
つ
の
と
う
が
ん

が
で
き
る
ん
で
す
か
」「
カ
レ
ー
ス
ー
プ

以
外
に
も
と
う
が
ん
を
使
っ
た
料
理
は
あ

り
ま
す
か
」「
何
で
夏
に
作
る
の
に『
冬
瓜
』

な
の
で
す
か
」
と
質
問
し
、
前
田
会
長
は

分
か
り
や
す
く
丁
寧
に
答
え
て
い
た
。

豊
橋
産
の

と
う
が
ん
が
給
食
に

自
分
た
ち
で
育
て
た

巨
峰
を
収
穫

牛
川
小
学
校
の
3
年
生
約
1
0
0
名
は

9
月
1
日
、
牛
川
町
の
渡
辺
義
道
さ
ん
の

ぶ
ど
う
畑
で
種
無
し
巨
峰
を
収
穫
し
た
。

児
童
は
大
粒
で
形
の
よ
い
ぶ
ど
う
か
ど

う
か
よ
く
確
か
め
て
、
丁
寧
に
は
さ
み
で

房
を
切
り
取
り
、「
と
っ
て
も
重
い
」「
甘

い
匂
い
が
す
る
」
と
喜
ん
で
い
た
。

収
穫
後
、
児
童
は
巨
峰
、
安
芸
ク
イ
ー

ン
、
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
一
粒
ず
つ

試
食
。「
つ
る
つ
る
し
て
甘
か
っ
た
」「
種

類
に
よ
っ
て
味
が
ち
が
う
」「
皮
さ
ら
食

べ
ち
ゃ
っ
た
」
と
児
童
は
感
想
を
話
し
合

っ
て
い
た
。

児
童
か
ら
収
穫
後
の
作
業
や
販
売
先
、

ぶ
ど
う
の
木
の
寿
命
な
ど
に
つ
い
て
質
問

が
あ
り
、
渡
辺
さ
ん
は
分
か
り
や
す
く
丁

寧
に
答
え
て
い
た
。

愛
知
県
農
村
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
協
会

東
三
河
支
部
は
9
月
25
日
、
豊
橋
市
生
活

家
庭
館
で
「
食
の
安
全
・
安
心
推
進
フ
ォ

ー
ラ
ム
」
を
開
い
た
。
農
村
生
活
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
ら
約
1
2
0
名
が
参
加
し
、
食
の

未
来
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
た
。

岡
本
睦
子
会
長
は
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
生

産
者
と
消
費
者
が
交
流
で
き
る
場
。
活
発

に
意
見
を
出
し
合
い
、
食
へ
の
意
識
を
高

め
る
き
っ
か
け
に
し
て
い
き
た
い
」
と
あ

い
さ
つ
し
た
。

講
演
で
は
豊
橋
技
術
科
学
大
学
の
三
枝

正
彦
特
任
教
授
が
「
命
を
支
え
る

”食
の

安
全
・
安
心

“」
と
題
し
て
、
科
学
的
・

心
理
的
な
分
野
か
ら
安
全
と
安
心
に
つ
い

て
説
明
し
た
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
パ
ネ
ル
討
論
の
ほ
か
、

食
の
交
流
と
し
て
豊
橋
茶
、
梨
、
ア
イ
ス

ク
リ
ー
ム
、

野
菜
の
蒸
し

菓
子
、
大
学

い
も
な
ど
地

元
の
農
産
物

を
使
っ
た
飲

食
品
が
振
舞

わ
れ
た
。

第
四
事
業
所
青
年
部
会
は
9
月
2
日
、

天
伯
町
の
水
田
で
農
業
体
験
を
行
っ
た
。

県
立
豊
橋
聾
学
校
小
学
部
5
年
生
5
名
が

稲
刈
り
に
挑
戦
し
た
。

同
校
は
青
年
部
会
の
協
力
の
も
と
、
校

内
で
お
米
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。
収
穫

を
前
に
実
際
の
水
田
で
の
稲
刈
り
を
学
ぼ

う
と
部
会
員
の
田
ん
ぼ
を
訪
れ
た
。

部
会
員
は
稲
刈
り
の
仕
方
と
稲
わ
ら
の

束
ね
方
を
説
明
し
、
児
童
と
と
も
に
田
ん

ぼ
に
入
っ
た
。
児
童
は
イ
ネ
の
株
元
を
し

っ
か
り
も
っ
て
鎌
で
上
手
に
刈
り
取
っ
た
。

刈
り
取
っ
た
稲
穂
を
き
れ
い
に
整
え
ず

に
束
ね
た
た
め
、
運
ん
で
い
る
途
中
で
バ

ラ
け
る
場
面
も
あ
り
、
高
橋
宏
仁
部
会
長

は
「
仕
事
は
丁
寧
に
や
ら
な
い
と
失
敗
す

る
よ
」
と
児
童
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
た
。

農
と
暮
ら
し
の

原
点
を
見
つ
め
る

聾
学
校
児
童
が

稲
刈
り
を
学
ぶ
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王
ヶ
崎
町
の
ほ
場
で
体
験
講
座
「
お
い

し
い
野
菜
づ
く
り
に
挑
戦
」
が
開
か
れ
た
。

親
子
連
れ
約
30
名
が
参
加
し
、
堆
肥
づ
く

り
、
間
引
き
、
ト
ン
ネ
ル
が
け
、
せ
ん
定

作
業
を
行
っ
た
。

間
引
き
で
は
、
講
師
を
務
め
た
農
業
研

修
生
が
「
間
引
き
は
生
育
を
揃
え
、
密
度

を
減
ら
す
作
業
。
最
終
的
に
株
間
が
等
間

隔
に
な
る
よ
う
イ
メ
ー
ジ
し
よ
う
」と
指
導
。

参
加
者
は
「
虫
に
食
べ
ら
れ
て
る
。
雑

愛
知
大
学
で
体
験
講
座
「
み
ん
な
で
お

米
を
つ
く
っ
ち
ゃ
お
う
」
が
開
か
れ
た
。

家
族
連
れ
約
40
名
が
参
加
し
、
田
植
え
・

除
草
・
稲
刈
り
な
ど
自
分
た
ち
で
育
て
た

イ
ネ
の
脱
穀
、
風
選
、
籾
摺
り
を
行
っ
た
。

児
童
は
、
千
歯
こ
き
や
足
踏
み
脱
穀
機
、

木
摺
り
臼
な
ど
昔
か
ら
の
稲
作
用
の
農
機

具
を
実
際
に
体
験
し
た
。

石
巻
運
動
広
場
で
「
第

13
回
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
・
グ

ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
」
が

開
か
れ
た
。

年
金
友
の
会
北
支
部
の

前
川
弘
支
部
長
は
「
大
会

は
会
員
同
士
の
親
睦
の
場
。

仲
良
く
楽
し
く
1
日
を
過

ご
し
て
ほ
し
い
」
と
あ
い

さ
つ
し
た
。

行
合
公
園
で
「
第
46
回
J
A
豊
橋
・
年

金
友
の
会
杯
争
奪
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
」

が
開
か
れ
た
。

年
金
友
の
会
牟
呂
支
部
の
横
田
一
二
支

部
長
は
「
け
が
の
な
い
よ
う
に
日
頃
の
練

習
の
成
果
を
発
揮
し
て
ほ
し
い
」
と
あ
い

さ
つ
。
参
加
者
は
お
互
い
に
健
闘
を
称
え

合
っ
て
い
た
。

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
で
熱
戦

豊
橋
田
原
広
域
農
業
推
進
会
議
が
農
業
体
験
講
座

年
金
・
共
済

友

の

会

年
金
友
の
会

畑
の
講
座

田
ん
ぼ
の
講
座

草
も
生
え
て
る
」「
抜
き
菜
は
食
べ
ら
れ

る
よ
。
お
か
ず
に
使
お
う
」
と
家
族
で
話

し
合
っ
て
い
た
。

石
巻
・
北
支
部

牟
呂
支
部優　勝　牟呂Aチーム

準優勝　花田Bチーム

3　位　吉田方チーム、牟呂Bチーム

●グランドゴルフ

優　勝　今川　武夫さん

準優勝　村川日出夫さん

3　位　加藤　徳義さん

●ゲートボール

優　勝　嵩山チーム

準優勝　西郷チーム

3　位　玉川チーム

トンネルがけ間引き

風選 千歯こき



78

J
A
豊
橋
は
9
月
10
日
、
本
店
で
大
規

模
地
震
避
難
訓
練
を
開
い
た
。
役
職
員
約

1
0
0
名
が
参
加
し
、
緊
急
連
絡
や
避
難

経
路
の
確
認
、
消
火
活
動
の
実
践
な
ど
を

行
っ
た
。

白
井
良
始
組
合
長
は
「
自
然
災
害
は
い

つ
起
こ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
常
日
頃

か
ら
災
害
対
策
に
つ
い
て
意
識
し
て
ほ
し

い
」
と
講
評
し
た
。

実
演
で
は
、
J
A
職
員
が
小
型
ポ
ン
プ

に
よ
る
放
水
、
消
火
器
に
よ
る
初
期
消
火

な
ど
を
体
験
し
た
。

災
害
に
備
え
る

地
域
や
季
節
感
と
い
っ
た
視
点
か
ら

「
食
」
に
つ
い
て
考
え
る
「
と
よ
は

し

ス

ロ
ー
フ
ー
ド

フ
ェ
ス

テ
ィ
バ

ル

2
0
0
9
」
が
9
月
5
日
、
6
日
、
こ
ど

も
未
来
館
「
こ
こ
に
こ
」
で
開
か
れ
た
。

お
に
ぎ
り
づ
く
り
や
梨
を
使
っ
て
焼

肉
の
タ
レ
を
つ
く
る
体
験
教
室
の
ほ
か
、

J
A
産
直
コ
ー
ナ
ー
、
練
り
物
・
干
物
・

佃
煮
な
ど
の
物
産
展
が
あ
り
、
両
日
と
も

大
勢
の
来
場
者
で
に
ぎ
わ
っ
た
。

お
に
ぎ
り
づ
く
り
体
験
で
は
、
く
る
ま

海
老
を
使
っ
た
天
む
す
に
挑
戦
。
生
き
た

ま
ま
の
海
老
に
、
驚
い
て
怖
が
る
児
童
も

い
た
。

講
師
を
務
め
た
豊
橋
調
理
製
菓
専
門
学

校
の
鈴
木
良
昌
校
長
は
、「
私
た
ち
人
間

は
生
き
物
を
食
べ
て
い
る
。『
い
の
ち
』

に
つ
い
て
考
え
、残
さ
ず
食
べ
て
ほ
し
い
」

と
話
し
た
。

会
場
で
は
う
ず
ら
弁
当
の
販
売
や
、
豊

橋
出
身
で
「
食
道
楽
」
を
執
筆
し
た
明
治

時
代
の
作
家
「
村
井
弦
斎
」
の
パ
ネ
ル
展

示
な
ど
も
あ
っ
た
。

同
時
開
催
で
明
る
い
暮
ら
し
の
消
費
者

展
、
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
2
0
0
9
が
行

わ
れ
た
。

「食」について考える

梨を使った焼肉のタレで試食

リヤカーで農産物を販売

明るい暮らしの消費者展キャンドルナイト2009 おにぎりづくり



確定申告とは 

  

確定申告の時期に注意しましょう 

掛金負担者と受取人が同一人のご契約の共済金は、一時所得の対象となります。 

共済金をお受け取りになったみなさまへ 共済金をお受け取りになったみなさまへ 共済金をお受け取りになったみなさまへ 共済金をお受け取りになったみなさまへ 
※ 

満期共済金 

契約者 

（掛金負担者） 
被共済者 受取人 

一時所得 
（所得税・住民税） 

死亡共済金 

　確定申告をする際の一時所得の計算は、その年中の一時所得の対象となる収入を合計して計算します。（共済金以外にも該当する

ものがある場合には合計します。）生命共済の満期共済金は、掛金負担者と受取人が異なる場合、贈与税の課税対象になります。建物

更生共済の満期共済金は、掛金負担者と受取人の関係にかかわらず、所得税・住民税（一時所得）の課税対象になります。一時所得の課

税対象額は次のとおりに計算します。 

※満期共済金については、一定の要件に該当する場合、源泉分離課税の対象となります。 

　平成19年1月1日から地震保険料控除が創設されています。ＪＡ

共済では自宅（注）や家財（注）を目的とする建物更生共済が控除の対

象となり、地震保険料控除対象掛金（所得税の場合、5万円限度）に

ついては「地震保険料控除」として所得金額から控除され、所得税

と個人住民税の軽減を図ることができます。 

　これに伴い、法改正前の損害保険料控除は原則として廃止されました。 

注）本人もしくは生計を同じくする親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活用動産をいいます。 

注）1. 個人住民税の場合、地震保険料控除対象掛金の2分の1（2.5万円限度）が所得控除額となります。  

2. 平成18年12月31日までに契約された建物更生共済については、次のとおり、経過措置により、旧長期損害保険料による地震保

険料控除（以下「旧長期損害保険料控除」という）を受けることができます。 

　所得税法上、次の額が所得控除（地震保険料控除）の対象となります。 

　一時所得の対象となる満期共済金や死亡共済金については、実際にお受け取りになった

時点ではなく、満期共済金であれば共済期間満了の日の翌日に、死亡共済金であれば被共

済者が死亡した日に所得は生じたものとされます。 

　本年中に満期が到来している、または被共済者が死亡している場合には、お受け取りに

なったのが翌年だったとしても本年の確定申告が必要となります。  

確定申告の時期に注意しましょう 確定申告の時期に注意しましょう 確定申告の時期に注意しましょう 

　納税者自身が、その年の1年間（1月1日から12月31日）の所得について確定した金額を計算

し、その所得金額に対する税額を算出して、それを翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の

税務署に申告することをいいます。 

適切な申告をお願いいたします。 

※申告手続き等の詳細につきましては、 

　税務署または税理士等専門家にご相談ください。  

　この資料は税務の取扱いを説明したものです。詳細につきましては「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を 

必ずご覧ください。 

　平成21年1月末現在施行されている法令にもとづき記載しております。 

　この資料は税務の取扱いを説明したものです。詳細につきましては「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を 

必ずご覧ください。 

　平成21年1月末現在施行されている法令にもとづき記載しております。 

（注）源泉分離課税の場合は源泉徴収により課税関係が終了 

しますので、これらの取扱いの対象とはなりません。  

0948112027609481120277

建物更生共済への 

地震保険料控除の 

建物更生共済への 

地震保険料控除の 

建物更生共済への 

地震保険料控除の 

建物更生共済への 

地震保険料控除の 

適用について 適用について 適用について 適用について 

1． 概　要 1． 概　要 1． 概　要 

2． 地震保険料控除額 2． 地震保険料控除額 2． 地震保険料控除額 

　年末調整または確定申告の際、地震保険料控除対象掛金証明書を添付し、所定の手続きを行う必要

があります。 

注）所得税の年末調整・確定申告を行った場合、個人住民税については改めて申告する必要はありません。 

3． 地震保険料控除を受ける手続き 3． 地震保険料控除を受ける手続き 3． 地震保険料控除を受ける手続き 

共済掛金のうち地震保険料控除対象掛金 所得控除額 

建物更生共済 

50,000円以下 地震保険料控除対象掛金の額 

50,000円超　 50,000円 

910



確定申告とは 

  

確定申告の時期に注意しましょう 

掛金負担者と受取人が同一人のご契約の共済金は、一時所得の対象となります。 

共済金をお受け取りになったみなさまへ 共済金をお受け取りになったみなさまへ 共済金をお受け取りになったみなさまへ 共済金をお受け取りになったみなさまへ 
※ 

満期共済金 

契約者 

（掛金負担者） 
被共済者 受取人 

一時所得 
（所得税・住民税） 

死亡共済金 

　確定申告をする際の一時所得の計算は、その年中の一時所得の対象となる収入を合計して計算します。（共済金以外にも該当する

ものがある場合には合計します。）生命共済の満期共済金は、掛金負担者と受取人が異なる場合、贈与税の課税対象になります。建物

更生共済の満期共済金は、掛金負担者と受取人の関係にかかわらず、所得税・住民税（一時所得）の課税対象になります。一時所得の課

税対象額は次のとおりに計算します。 

※満期共済金については、一定の要件に該当する場合、源泉分離課税の対象となります。 

　平成19年1月1日から地震保険料控除が創設されています。ＪＡ

共済では自宅（注）や家財（注）を目的とする建物更生共済が控除の対

象となり、地震保険料控除対象掛金（所得税の場合、5万円限度）に

ついては「地震保険料控除」として所得金額から控除され、所得税

と個人住民税の軽減を図ることができます。 

　これに伴い、法改正前の損害保険料控除は原則として廃止されました。 

注）本人もしくは生計を同じくする親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものまたはこれらの者の有する生活用動産をいいます。 

注）1. 個人住民税の場合、地震保険料控除対象掛金の2分の1（2.5万円限度）が所得控除額となります。  

2. 平成18年12月31日までに契約された建物更生共済については、次のとおり、経過措置により、旧長期損害保険料による地震保

険料控除（以下「旧長期損害保険料控除」という）を受けることができます。 

　所得税法上、次の額が所得控除（地震保険料控除）の対象となります。 

　一時所得の対象となる満期共済金や死亡共済金については、実際にお受け取りになった

時点ではなく、満期共済金であれば共済期間満了の日の翌日に、死亡共済金であれば被共

済者が死亡した日に所得は生じたものとされます。 

　本年中に満期が到来している、または被共済者が死亡している場合には、お受け取りに

なったのが翌年だったとしても本年の確定申告が必要となります。  

確定申告の時期に注意しましょう 確定申告の時期に注意しましょう 確定申告の時期に注意しましょう 

　納税者自身が、その年の1年間（1月1日から12月31日）の所得について確定した金額を計算

し、その所得金額に対する税額を算出して、それを翌年2月16日から3月15日までの間に所轄の

税務署に申告することをいいます。 

適切な申告をお願いいたします。 

※申告手続き等の詳細につきましては、 

　税務署または税理士等専門家にご相談ください。  

　この資料は税務の取扱いを説明したものです。詳細につきましては「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を 

必ずご覧ください。 

　平成21年1月末現在施行されている法令にもとづき記載しております。 

　この資料は税務の取扱いを説明したものです。詳細につきましては「重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を 

必ずご覧ください。 

　平成21年1月末現在施行されている法令にもとづき記載しております。 

（注）源泉分離課税の場合は源泉徴収により課税関係が終了 

しますので、これらの取扱いの対象とはなりません。  
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建物更生共済への 

地震保険料控除の 

建物更生共済への 

地震保険料控除の 

建物更生共済への 

地震保険料控除の 

建物更生共済への 

地震保険料控除の 

適用について 適用について 適用について 適用について 

1． 概　要 1． 概　要 1． 概　要 

2． 地震保険料控除額 2． 地震保険料控除額 2． 地震保険料控除額 

　年末調整または確定申告の際、地震保険料控除対象掛金証明書を添付し、所定の手続きを行う必要

があります。 

注）所得税の年末調整・確定申告を行った場合、個人住民税については改めて申告する必要はありません。 

3． 地震保険料控除を受ける手続き 3． 地震保険料控除を受ける手続き 3． 地震保険料控除を受ける手続き 

共済掛金のうち地震保険料控除対象掛金 所得控除額 

建物更生共済 

50,000円以下 地震保険料控除対象掛金の額 

50,000円超　 50,000円 
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